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睦合南公民館の裏手にある白根マ

イガーデンは、「見て・歩いて楽しめる

花壇」を合言葉に地域で育んでいる花

壇です。 

初夏を思わせる晴天の下、エス・オ

フィスガーデンの大貫茂子さんを講師

に迎え、ご参加いただいた11人の皆さ

んだけでなく、コミュニティ推進委員、

白根自治会有志の皆さんほか地域の

皆さんと一緒に素敵な花壇づくりを学

びました。 

 

地域学校 

協働活動 

推進員 【地域とともにある学校づくり】 【学校情報を活用し、公民館を核にした地域づくり】 

公民館（地域コミュニティ） 

地域学校協働活動は、地域住民、学生、保護者、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関等の幅広い 

地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働

して行う様々な活動です。厚木市では、令和３年度から下図にあるような地域の教育拠点である公民館を地域学校協働本部として、 

 学校情報を積極的に活用し、『公民館を核にした地域づ

くり』を展開していくことにしました。 

睦合南地区では、令和５年度からスタートすること

となりました。 

この６月に、教育長から地区内の小中学校に各１人

の地域学校協働活動推進員を委嘱し、活動をお願いし

ました。推進員の皆さんをご紹介します。 

睦合東中学校 前頭七恵さん（瀬戸睦） 

清水小学校 永井明さん（白根） 

妻田小学校 猪熊孝志さん（木売場） 

 

睦合南地区の 
環境保全指導員を 

ご紹介します 
４月１日付で、栗田哲夫さ

ん（田園）と川俣恒雄さん

（反田）が、厚木市長から環境保

全指導員に委嘱されました。 

お二人は、きれいなまちづくりの

ために「路上喫煙・ポイ捨て防止キ

ャンペーン」を、駅前路上喫煙禁

止エリアで行っていきます。 

清潔感のあるきれいなまちづくり

のためには、ゴミの持ち帰りや喫煙

マナー、ゴミ拾い等、一人ひとりの

心掛けが大切です。 

是非、地域の皆さんの御協力も

よろしくお願いします。 

【問合せ】生活環境課 

 ☎046-225-2750 

5/27 に 

実施 

しました。 

ガーデニング講座報告 

 睦合南トピックス 
 Topics 

夏・秋の花壇へリメーク 



楽しみながら 
健康づくり！ 

 
健康づくりで 30 ポイントを貯めると抽選で特典が当たる「あゆコロ

ちゃんＧＥＮＫＩポイント」が６月１日から始まりました。 

健（検）診や予防接種、ウォーキングやサイクリング、指定の市の

イベントへの参加、自分で決めた目標へのチャレンジや健康につなが

る講座やイベントへの参加でポイントが貯まります。 

※詳しくは、公共施設に配架のリーフレット等または市ホームページ

をご覧ください。なお、各公民館等に応募箱が設置してあります。 

 

対象者 市内在住・在勤・在学者（全年齢対象） 

実施期間 令和５年６月１日～令和６年２月 15 日 

応募締切 第１回：令和５年９月 30日（必着） 

第２回：令和６年２月 19日（消印有効） 

問合せ 健康長寿推進課 ☎046-225-2174 
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災害のおそれの
ある場所からの

移転を 
サポートします 

土砂災害や河川の氾濫による家屋倒壊など、災害の危険性の高い

場所から住宅を移転される方に対して、移転に関する費用の一部を補

助します。 

対
象 

市が定める住宅にお住まいの方で、既存の住宅を撤去

し、市内の別の場所へ移転する方 

補
助
上
限
額
（一
戸
当
た
り
） 

①除却費（既存住宅の撤去や跡地整備） … 308 万円 

②建物助成費(移転先の土地購入や住宅建設など) 

… 731 万８千円 

③移転等費(引越し代、仮住居費など) … 97 万５千円 

※②は、金融機関から資金を借り入れた場合の、借入金

の利子に対する補助となります。 

※事業の詳細については担当へお問い合わせください。 

【問合せ】都市計画課 ☎046-225-2400 

日本の武道（合気道）の気や技を使

って、どなたでもできる護身術の基

本を学びます。 

 

教室名 
自分の身を守ろう！ 

夏の親子護身術教室 

身を守ろう！ 

おぎの親子護身術教室 

日時 
７月 16 日（日） 

10 時 30 分～正午 

７月 17 日（月・祝） 

10 時 30 分～正午 

場所 小鮎公民館 ２階集会室 荻野公民館 ２階集会室 

対象 

小学生から大人まで 20 人

（先着順） 

小学生から大人までの親子

やご家族 20 人（先着順） 

※小さいお子様は申込時にご相談ください 

参加費 無料 

持ち物 

汗拭きタオル、飲み物、 

マスク、 ※動きやすい服装

でお越しください 

汗拭きタオル、飲み物 

※動きやすい服装で 

お越しください 

申込み 
７月９日(日)までに電話また

はメールのどちらか 

７月 10 日(月)までに電話、

FAX、メールのいずれか 

問合せ 

合気普及会 柳下 

☎090-1701-7897 

Email： 

aki@aiki-seisinkan.org 

合気普及会 大野 

☎080-5080-8535 

FAX：046-211-4046 

Email: 

kishou@aiki-seisinkan.org 

後援 厚木市教育委員会 

 

電力・ガス・食料品等 
価格高騰緊急支援給付金 

 

電力・ガス・食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大

きい住民税非課税世帯を対象に給付金を支給します。 

 

対象世帯 
６月１日時点で世帯全員の令和５年度住民税均等割

が非課税となった世帯（課税者の扶養親族を除く） 

支給額 １世帯３万円 

申請方法 

６月下旬以降に発送する確認書または申請書と必

要書類を、直接または郵送で提出してください。 

〇直接 ⇒ 厚木市役所第二庁舎２階 

〇郵送 ⇒ 〒243-8511 

生活福祉課緊急支援給付金担当 

申請期限 12 月 14 日（木）（必着） 

問合せ 

厚木市緊急支援給付金コールセンター 

☎046-225-2384 

（厚木市役所第二庁舎２階） 

 受付時間：午前８時 30 分～午後５時 15 分 

（土・日曜・祝日を除く） 

フラダンス “Hula Halaw Wiola” メンバー募集!! 

お子様連れでも大丈夫!!未経験者 OK！年齢問わず、一緒に

体を動かしませんか？ 

【日時】木曜日/月 3 回 午後１時～午後２時 30 分 

【会場】睦合南公民館  依知南公民館 他 

【問合せ】高山 ☎080-5411-3637 
GENKI ポイント HP 

居住誘導区域 

(がけ地近接等危険住宅) 

移転事業補助金のご案内 

護身術教室 

七沢自然ふれあいセンター 
からのお知らせ 

☎046-248-3500 
 

教室名 

ステップアップキャンプ 

『夏キャンプ！七沢で 

素敵な思い出を作ろう♪』 

チャレンジキャンプ 

『テントを自作して 

  森の中に泊まってみよう！』 

日時 
８月２日(水)午前 10 時～ 

８月３日(木)午後３時 

１泊２日 

８月 21 日(月)午前 10 時 30 

分～８月 24 日(木)午後３時 

３泊４日 

場所 七沢自然ふれあいセンター 
七沢自然ふれあいセンター

及び周辺 

内容 
野外炊事、キャンプファイヤ

ー、クラフト作りなど 

クラフト作り、野外炊事、自作

テントによる野営など 

対象 

市内在住の小学４～６年生

36 人  

※応募多数の場合抽選 

市内在住の小学５～中学３

年生 24 人 

※応募多数の場合抽選 

参加費 
１人 5,500 円 

（材料費、リネン代、保険料） 

１人 13,000 円 

（材料費、リネン代、保険料） 

申込み 

７月９日(日)までに講座予約

システム（管理番号

2302002）、または電話で七

沢自然ふれあいセンターへ。 

７月 15 日(土)までに講座予

約 シ ス テ ム （ 管 理 番 号

2302001）、または電話で七

沢自然ふれあいセンターへ。 
 


